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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月21日(2020.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を用いて所定の遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体と、
　遊技媒体が通過可能な特定領域と、
　前記特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづいて、報知演出を実行可能な演出実行
手段と、を備え、
　前記特定領域として、第１特定領域と複数の第２特定領域とがあり、
　前記演出実行手段は、
　　前記第１特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報知演出について、前記扉体
が開放状態であるときと閉鎖状態であるときとで共通の態様により実行可能であり、
　　前記第２特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報知演出について、前記扉体
が開放状態であるときと閉鎖状態であるときとで実行態様を異ならせ、
　　いずれの前記第２特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報知演出も共通の態
様により実行可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（Ａ）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、遊技媒体を用いて所定の遊
技を行うことが可能な遊技機であって、閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体と、遊技
媒体が通過可能な特定領域と、特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづいて、報知演
出を実行可能な演出実行手段と、を備え、特定領域として、第１特定領域と複数の第２特
定領域とがあり、演出実行手段は、第１特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報
知演出について、扉体が開放状態であるときと閉鎖状態であるときとで共通の態様により
実行可能であり、第２特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報知演出について、
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扉体が開放状態であるときと閉鎖状態であるときとで実行態様を異ならせ、いずれの第２
特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報知演出も共通の態様により実行可能であ
ることを特徴とする。
　（１）上記目的を達成するため、他の遊技機は、遊技媒体を用いて所定の遊技を行うこ
とが可能な遊技機であって、閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体（例えば、遊技機用
枠３やガラス扉枠３ａ）と、遊技媒体が通過可能な特定領域（例えば、第１始動入賞口や
第２始動入賞口、一般入賞口、大入賞口、通過ゲート４１など）と、特定領域を遊技媒体
が通過したことにもとづいて、報知演出を実行可能な演出実行手段（例えば、演出制御用
ＣＰＵ１２０がステップ０５０ＩＷＳ１０２や０５０ＩＷＳ１０７などを実行する部分）
とを備え、特定領域として、第１特定領域（例えば、大入賞口）と第２特定領域（例えば
、一般入賞口や第１始動入賞口、通過ゲート４１など）とがあり、演出実行手段は、第１
特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづく報知演出（例えば、大入賞口エラー報知）
について、扉体が開放状態であるか否かに関わらず共通の態様により実行可能であり（例
えば、ＣＰＵ１０３がステップ０５０ＩＷＳ００９～０５０ＩＷＳ０１１を実行し、演出
制御用ＣＰＵ１２０がステップ０５０ＩＷＳ１０１～０５０ＩＷＳ１０２を実行する部分
。図９－１、図９－５の例では、遊技機用枠３やガラス扉枠３ａが開放状態であるか否か
に関わらず、共通の態様により大入賞口エラー報知が実行される）、第２特定領域を遊技
媒体が通過したことにもとづく報知演出（例えば、異常入賞報知）について、扉体が開放
状態であるか否かに応じて実行態様を異ならせる（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ０５
０ＩＷＳ００１～０５０ＩＷＳ００４を実行し、演出制御用ＣＰＵ１２０がステップ０５
０ＩＷＳ１０６～０５０ＩＷＳ１０７を実行する部分。図９－１、図９－５の例では、遊
技機用枠３やガラス扉枠３ａが開放状態ではないときには、異常入賞報知が実行されない
）ことを特徴とする。
　そのような構成によれば、特定領域を遊技媒体が通過したことに対する好適な報知演出
を実行することができる。
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